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船舶インシデント調査報告書 

 

                            平成２５年１１月２１日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  横 山 鐵 男（部会長） 

                         委   員  庄 司 邦 昭 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

インシデント種類 運航不能（機関損傷） 

発生日時 平成２５年３月１１日 １４時４０分ごろ 

発生場所 東京都小笠原村沖ノ鳥島南西方沖 

 （概位 北緯１４°３６′ 東経１３１°２３′） 

インシデント調査の経過 平成２５年４月１５日、本インシデントの調査を担当する主管調査

官（神戸事務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

漁船 第二十一若
わか

宮
みや

丸、１９トン  

０Ｎ２－０４３７（漁船登録番号）、個人所有 

１５.６１ｍ（Lr）×３.７８ｍ×１.５３ｍ、ＦＲＰ 

ディーゼル機関、３６７.７５kＷ、昭和５９年９月８日 

第２９６―１７６２３号（船舶検査済票の番号） 

 乗組員等に関する情報 船長 男性 ６２歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

免許登録日 昭和５１年９月１７日 

免許証交付日 平成２４年１０月１５日 

         （平成２９年１１月１８日まで有効） 

機関長 男性 ５８歳 

 六級海技士（機関） 

   免許年月日 平成１８年７月２５日 

  平成２３年７月２４日をもって失効していた。 

  本インシデント後の平成２５年７月２４日に再交付を受けた。  

 死傷者等 なし 

 損傷 主機全シリンダのピストン及びシリンダライナにかき傷、クランク軸

全ジャーナル部及びクランクピン部にかき傷、全シリンダの連接棒大

端部軸受メタルにかき傷、１番シリンダヘッドに亀裂等 

 インシデントの経過  本船は、船長及び機関長ほか６人（うちインドネシア共和国籍５

人）が乗り組み、沖ノ鳥島南西方沖で鮪
まぐろ

延縄漁の操業中、平成２５年

３月９日０９時１０分ごろ、投縄を終えて主機の回転数毎分（rpm）を

約１,２００で航行していたところ、主機が、警報を発するとともに、

回転が不規則になって停止した。 

機関長は、主機の点検を行い、冷却水の水量不足による過熱によ
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り、主機が停止したものと推察されたことから、冷却水膨張タンクに

冷却水を補充し、主機をしばらく冷却した後に始動させたものの、回

転が不規則であったので、操業を断念するように船長へ進言した。 

本船は、操業を取りやめ、主機を約９００rpm として運転状況に注意

しながら、沖縄県那覇市泊港に向けて帰途についた。 

本船は、３月１１日１４時４０分ごろ、北緯１４°３６′、東経１

３１°２３′付近において、機関長が、主機を止め、クランク室を点

検したところ、冷却水がクランク室に漏れていることが判明したこと

から、主機の運転は不可能と判断してタグボートによる救援を要請し

た。 

本船は、３月１７日１８時３０分ごろ来援したタグボートにえい
．．

航

されて泊港沖に到着した後、小型の引船に引き継がれて那覇市泊漁港

へ接岸し、主機の開放点検が行われ、ピストン、シリンダライナ、ク

ランク軸等の損傷が判明したので、不良部品が交換されるなどして修

理された。 

 気象・海象 

 

気象：天気 晴れ、風 なし、視界 良好           

海象：海上 平穏 

 その他の事項 本船は、漁場への往復と操業を合わせて約３５日の航海を周年繰り

返し、帰港後５日～７日の間に漁獲物の水揚げ、機関の修理、主機の

潤滑油及び潤滑油こし器のフィルタエレメント交換等の整備を行って

いた。 

主機の潤滑油は、容量約７３ℓの油溜めから主機直結ポンプによって

吸引及び加圧され、潤滑油こし器を通り、潤滑油冷却器で冷却清水と

熱交換を行った後、潤滑油主管を経て主軸受、クランクピン軸受、ピ

ストンピン軸受等に順次送られ、各部の潤滑及び冷却を行うととも

に、各シリンダのピストン冷却油ノズルからピストンクラウンの内面

に噴射され、ピストンの冷却を行うようになっていた。   

潤滑油こし器及び潤滑油冷却器には、バイパス弁が装備され、潤滑

油通路が詰まるなどして入口側と出口側に規定以上の差圧が発生すれ

ば、開弁する仕組みになっていた。 

主機の冷却水は、容量約５８ℓの冷却器一体型の膨張タンクから主機

直結駆動の冷却水ポンプによって吸引及び加圧され、潤滑油冷却器で

潤滑油と熱交換した後、各シリンダに分岐してシリンダブロック入口

からシリンダライナ外周とシリンダブロック内面の間に形成された冷

却水通路を経てシリンダヘッド出口へ送られ、冷却器で冷却海水と熱

交換し、膨張タンクに戻る経路で循環していた。 

主機の冷却水通路のシリンダライナ外周下部には、溝が設けられ、

水密用Ｏリング（以下「冷却水通路Ｏリング」という。）が装着されて

いた。 

主機は、本インシデント後の開放点検において、全シリンダのピス
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トン及びシリンダライナにかき傷等の焼損が見られ、冷却水通路Ｏリ

ングが硬化して脱落しており、特に、１番及び２番シリンダについて

は、ピストン及びシリンダライナが激しく焼損していた。 

潤滑油冷却器は、潤滑油入口に潤滑油こし器へのフィルタエレメン

ト装着の際に使用されたゴム製パッキンの破片が多量に詰まってお

り、冷却清水との熱交換を行うための細管で構成された集合体（以下

「チューブネスト」という。）の潤滑油側通路が、金属粉や炭化物等で

完全に目詰まりしていた。 

潤滑油こし器に装着されていたフィルタエレメントは、機関製造会

社の純正部品ではなかった。 

主機は、平成１４年３月に本船に据付けられ、２３年８月の中間検

査において、ピストン及びシリンダライナ抜出し整備、空気冷却器及

び清水冷却器の開放整備等が行われていたが、潤滑油冷却器の開放整

備が行われたことはなかった。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

あり 

なし 

 本船は、沖ノ鳥島南西方沖の漁場で操業中、主機の潤滑油冷却器チ

ューブネストの潤滑油通路に目詰まりを生じて潤滑油温度が上昇し、

各部の潤滑不良を招くとともに、冷却水温度が上昇を続け、沸騰作用

により、冷却水量不足を生じてシリンダライナ及びシリンダブロック

等が過熱し、また、ピストン冷却油ノズルに異物等が詰まって冷却油

量が不足し、ピストンが過熱膨張してシリンダライナに焼付きを生じ

たことから、主機の回転が不規則となり、操業を断念して泊港に向け

て帰航していたところ、冷却水通路Ｏリングが損傷して冷却水がクラ

ンク室に漏れ、主機の運転ができなくなって運航不能になったものと

考えられる。 

主機は、潤滑油こし器の下流に位置する潤滑油冷却器チューブネス

トの潤滑油通路に金属粉や炭化物が詰まっていたこと、及び同冷却器

の潤滑油入口に潤滑油こし器へのフィルタエレメント装着に使用され

たゴム製パッキンの破片が詰まっていたことから、同こし器が機能を

果たしていなかった可能性があると考えられる。  

原因  本インシデントは、本船が、沖ノ鳥島南西方沖の漁場で操業中、主

機の潤滑油冷却器チューブネストの潤滑油通路に目詰まりを生じて潤

滑油温度が上昇し、各部の潤滑不良を招くとともに、冷却水温度が上

昇を続け、沸騰作用により、冷却水量不足を生じてシリンダライナ及

びシリンダブロック等が過熱し、また、ピストン冷却油ノズルに異物

等が詰まって冷却油量が不足し、ピストンが過熱膨張してシリンダラ

イナに焼付きを生じたため、主機の回転が不規則となり、操業を断念



- 4 - 

して泊港に向けて帰航していたところ、冷却水通路Ｏリングが損傷し

て冷却水がクランク室に漏れ、主機の運転ができなくなったことによ

り発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

・定期的に潤滑油冷却器の開放整備を行うこと。 

・常時、各部の温度及び圧力を監視して機器の状態を把握するこ

と。 

・こし器のフィルタエレメント等を交換する場合は、機器に適合し

ていることを確認した上で使用すること。 

・定期的にピストン冷却油ノズルの開放整備及び作動テストを行う

こと。 

 


